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【公報種別】実用新案法第１４条の２の規定による訂正明細書等の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【登録番号】実用新案登録第3175433号(U3175433)
【訂正の登録日】平成24年8月13日(2012.8.13)
【登録公報発行日】平成24年5月10日(2012.5.10)
【出願番号】実願2012-976(U2012-976)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/62     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/60     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    ４４０　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    ４３２　

【訂正書】
【提出日】平成24年7月13日(2012.7.13)
【訂正の目的】実用新案登録請求の範囲の減縮
【訂正後の請求項の数】9
【訂正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
キャビティが形成されたパッケージ本体発光ダイオードパッケージにおいて、
　前記発光ダイオードパッケージは、
前記キャビティの底面上の底部フレーム、並びに、前記底部フレームの一方の側面から延
在する第１の側壁フレーム、及び、前記底部フレームの他方の側面から延在する第２の側
壁フレームを有するリードフレームと、
前記リードフレームの上に配置された発光ダイオードと
を備え、
前記第１及び第２の側壁フレームは、それぞれ、前記底面に対する垂直軸を基準として１
５°から３０°の範囲の角度で傾斜しており、
前記キャビティの深さは２５０から７５０μｍであり、
前記第１の側壁フレームと前記第２の側壁フレームとの間の間隔は６００から８５０μｍ
であり、
　前記第１および第２の側壁フレーム間の内部角度は３０°～６０°であり、
　前記第１の側壁フレームと前記第２の側壁フレームは、前記垂直軸を基準として異なる
角度で傾斜しており、
　前記発光ダイオードパッケージは側面発光型である、発光ダイオードパッケージ。
【請求項２】
前記第１及び第２の側壁フレームは、それぞれ、前記垂直軸を基準として１５°から２７
．５°の範囲の角度で傾斜している、請求項１に記載の発光ダイオードパッケージ。
【請求項３】
前記キャビティの深さは３００から４５０μｍである、請求項１又は２に記載の発光ダイ
オードパッケージ。
【請求項４】
前記リードフレームの厚さは２０から３００μｍである、請求項１から３のいずれかに記
載の発光ダイオードパッケージ。
【請求項５】
前記底部フレームの幅は３００から４５０μｍである、請求項１から４のいずれかに記載
の発光ダイオードパッケージ。
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【請求項６】
前記リードフレームは、鉄、錫、クロム、亜鉛、ニッケル、アルミニウム、銀、金、銅、
及びこれらの合金のうちのいずれか１つの金属により構成されている、請求項１から５の
いずれかに記載の発光デバイスパッケージ。
【請求項７】
前記リードフレームは、反射物質がメッキされている、請求項６に記載の発光ダイオード
パッケージ。
【請求項８】
前記反射物質は銀である、請求項７に記載の発光ダイオードパッケージ。
【請求項９】
前記反射物質は前記リードフレームをベンディングした後にメッキされている、請求項７
又は８に記載の発光ダイオードパッケージ。
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